
諮 問 第 ４ ０ ８ 号 

令和５年１０月１８日 

 

世田谷区都市計画審議会 あて 

 

世田谷区長 

保坂 展人 

 

 

東京都市計画地区計画の決定について 

（補助２６号線沿道代沢一丁目・北沢一丁目地区）（諮問） 

 

 

  都市計画法第１９条第１項の規定により、東京都市計画地区計画の決定（補助２６号

線沿道代沢一丁目・北沢一丁目地区）について諮問します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

東
京
都
市
計
画
地
区
計
画
の
決
定
（
世
田
谷
区
決
定
）
 

都
市
計
画
補
助
２
６
号
線
沿
道
代
沢
一
丁
目
・
北
沢
一
丁
目
地
区
地
区
計
画
を
次
の
よ
う
に
決
定
す
る
。
 

名
 
 
称
 

補
助
２
６
号
線
沿
道
代
沢
一
丁
目
・
北
沢
一
丁
目
地
区
地
区
計
画
 

位
 
 
置

 
※
 

世
田
谷
区
代
沢
一
丁
目
、
北
沢
一
丁
目
各
地
内
 

面
 
 
積

 
※
 

約
５
．
４
ｈ
ａ
 

地
区
計
画
の
目
標
 

本
地
区
は
、
世
田
谷
区
の
北
東
部
、
京
王
井
の
頭
線
池
ノ
上
駅
の
東
側
で
、
令
和
元
年
に
事
業
認
可
さ
れ
た
東
京
都
市
計
画
道
路
幹
線
街
路
補
助

線
街
路
第
２
６
号
線
代
沢
一
丁
目
～
目
黒
区
駒
場
四
丁
目
区
間
（
以
下
「
補
助
２
６
号
線
」
と
い
う
。）
の
沿
道
に
位
置
す
る
。
 

本
地
区
を
含
む
地
域
一
帯
は
、
戸
建
住
宅
や
集
合
住
宅
を
主
体
と
し
た
閑
静
な
住
宅
地
で
あ
り
、
地
区
内
外
に
は
幼
稚
園
、
中
学
・
高
等
学
校
、

大
学
・
研
究
所
等
の
多
様
な
学
校
教
育
関
連
施
設
（
以
下
「
教
育
施
設
等
」
と
い
う
。）
や
都
営
住
宅
が
立
地
し
て
い
る
。
ま
た
、
駒
場
東
大
一
帯
は
、

広
域
避
難
場
所
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
 

「
世
田
谷
区
都
市
整
備
方
針
」（
平
成
２
７
年
４
月
）
で
は
、
都
市
計
画
事
業
等
に
よ
り
土
地
利
用
の
変
化
が
想
定
さ
れ
る
地
区
に
つ
い
て
、「
周

辺
の
住
宅
地
と
の
調
和
を
図
り
な
が
ら
、
沿
道
の
土
地
利
用
な
ど
を
適
切
に
誘
導
す
る
。」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
補
助
２
６
号
線
に
お
い
て
は
、
主

要
延
焼
遮
断
帯
と
し
て
沿
道
市
街
地
の
防
災
性
を
高
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
 

本
地
区
で
は
こ
う
し
た
特
性
を
踏
ま
え
、
補
助
２
６
号
線
の
整
備
に
合
わ
せ
て
隣
接
す
る
「
補
助
２
６
号
線
沿
道
駒
場
四
丁
目
地
区
地
区
計
画
」

（
目
黒
区
決
定
）
と
整
合
を
図
り
な
が
ら
、
静
か
で
良
好
な
住
環
境
や
教
育
施
設
等
及
び
都
営
住
宅
の
機
能
を
維
持
し
つ
つ
、
防
災
性
を
維
持
・
向

上
し
、
生
活
利
便
施
設
等
が
適
切
に
立
地
し
た
、
周
辺
と
調
和
す
る
良
好
な
沿
道
市
街
地
の
形
成
を
目
指
す
。
 

区 域 の 整 備 、 開 発 及 び 保 全 に 関 す る 方 針 

土
地
利
用
の
方
針
 

地
区
の
特
性
に
応
じ
た
適
切
な
土
地
利
用
を
図
る
た
め
、
次
の
よ
う
に
土
地
利
用
の
方
針
を
定
め
る
。
 

１
 
住
宅
地
区
 

周
辺
の
低
層
住
宅
地
に
配
慮
し
つ
つ
、
良
好
な
住
環
境
の
維
持
及
び
防
災
性
を
向
上
し
、
生
活
利
便
施
設
等
が
適
切
に
立
地
す
る
沿
道
の
街
並

み
形
成
を
図
る
。
 

２
 
都
営
住
宅
地
区
 

都
営
住
宅
の
機
能
を
維
持
し
、
周
辺
市
街
地
と
調
和
し
た
街
区
沿
道
の
街
並
み
形
成
を
図
る
。
 

３
 
教
育
施
設
地
区
 

補
助
２
６
号
線
沿
道
の
教
育
施
設
等
を
主
体
と
し
た
本
地
区
に
お
い
て
、
目
黒
区
と
整
合
を
図
り
な
が
ら
、
教
育
施
設
等
の
機
能
を
維
持
し
、

地
域
の
防
災
性
の
維
持
・
向
上
に
資
す
る
土
地
利
用
の
誘
導
を
図
る
。
 

４
 
近
隣
商
業
地
区
 

隣
接
す
る
住
宅
地
区
に
配
慮
し
、
店
舗
・
事
務
所
等
が
共
存
す
る
土
地
利
用
の
誘
導
を
図
る
。
 

 
 

1



 

 

建
築
物
等
の
整
備
の
方
針
 

目
標
と
す
る
市
街
地
を
適
切
に
誘
導
す
る
た
め
、
次
の
よ
う
に
建
築
物
等
の
整
備
の
方
針
を
定
め
る
。
ま
た
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
２
５
年
法
律

第
２
０
１
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
５
９
条
の
２
第
１
項
、
法
第
８
６
条
第
３
項
若
し
く
は
第
４
項
又
は
法
第
８
６
条
の
２
第
２
項
若
し
く
は

第
３
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
に
係
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
本
地
区
整
備
計
画
の
建
築
物
等
に
関
す
る
事
項
を
遵
守
す
る
も
の
と
す
る
。
 

１
 
周
辺
の
住
環
境
に
配
慮
す
る
た
め
、
建
築
物
等
の
用
途
の
制
限
を
定
め
る
。
 

２
 
ゆ
と
り
あ
る
住
環
境
を
維
持
し
、
市
街
地
の
密
集
を
抑
制
す
る
た
め
、
建
築
物
の
敷
地
面
積
の
最
低
限
度
を
定
め
る
。
 

３
 
円
滑
な
消
防
活
動
を
行
う
空
間
の
確
保
に
よ
り
、
地
域
の
防
災
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
壁
面
の
位
置
の
制
限
及
び
壁
面
後
退
区
域
に
お
け
る

工
作
物
の
設
置
の
制
限
を
定
め
る
。
 

４
 
教
育
施
設
等
及
び
都
営
住
宅
の
機
能
を
維
持
し
、
周
辺
の
低
層
住
宅
地
に
配
慮
し
た
沿
道
の
街
並
み
を
形
成
す
る
た
め
、
建
築
物
等
の
高
さ
の

最
高
限
度
を
定
め
る
。
 

５
 
良
好
な
住
環
境
や
教
育
施
設
等
の
環
境
を
維
持
す
る
た
め
、
建
築
物
等
の
形
態
又
は
色
彩
そ
の
他
の
意
匠
の
制
限
を
定
め
る
。
 

６
 
み
ど
り
豊
か
で
潤
い
の
あ
る
街
並
み
を
形
成
し
、
防
災
性
を
向
上
す
る
た
め
、
垣
又
は
さ
く
の
構
造
の
制
限
を
定
め
る
。
 

そ
の
他
当
該
地
区
の
整
備
、

開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方

針
 

１
 
み
ど
り
豊
か
で
潤
い
の
あ
る
街
並
み
を
形
成
す
る
た
め
、
敷
地
内
の
緑
化
を
促
進
す
る
。
 

２
 
地
区
内
に
お
い
て
は
下
水
道
等
へ
の
雨
水
の
流
出
を
抑
制
し
、
浸
水
被
害
の
防
止
を
図
る
た
め
、
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
整
備
を
促
進
す
る
。
 

３
 
地
球
温
暖
化
対
策
を
推
進
す
る
た
め
、
環
境
負
荷
低
減
に
配
慮
し
た
施
設
の
設
計
、
設
備
の
導
入
を
促
進
す
る
。

 

４
 
通
学
路
、
日
常
の
歩
行
者
自
転
車
動
線
等
に
配
慮
し
、
補
助
２
６
号
線
整
備
と
連
携
し
て
東
西
の
動
線
確
保
を
図
る
と
共
に
、
広
域
避
難
場
所

へ
の
避
難
経
路
を
維
持
す
る
。
 

地 区 整 備 計 画 

建 築 物 等 に 関 す る 事 項 

地
区
の

区
分
 

名
称
 

住
宅
地
区
 

都
営
住
宅
地
区
 

教
育
施
設
地
区
 

近
隣
商
業
地
区
 

面
積
 

約
３
．
４
ｈ
ａ
 

約
０
．
７
ｈ
ａ
 

約
１
．
２
ｈ
ａ
 

約
０
．
１
ｈ
ａ
 

建
築
物
等
の
用
途
の

制
限

 
※
 

―
 

―
 

―
 

次
に
掲
げ
る
建
築
物
は
、
建
築

し
て
は
な
ら
な
い
。
 

法
別
表
第
二
（
ほ
）
項
第
二
号
に

規
定
す
る
マ
ー
ジ
ャ
ン
屋
、
ぱ
ち

ん
こ
屋
、
射
的
場
、
勝
馬
投
票
券
発

売
所
、
場
外
車
券
売
場
そ
の
他
こ

れ
ら
に
類
す
る
も
の
。
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建
築
物
の
敷
地
面
積

の
最
低
限
度
 

 
建
築
物
の
敷
地
面
積
は
、
次
に
掲
げ
る
数
値
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

 
８
０
㎡
 

―
 

８
０
㎡
 

―
 

 

 

壁
面
の
位
置
の
制
限
 

―
 

―
 

建
築
物
の
外
壁
又
は
こ
れ
に
代

わ
る
柱
の
面
は
、
計
画
図
に
示
す

壁
面
線
（
当
該
敷
地
の
反
対
側
の

道
路
境
界
線
か
ら
６
ｍ
）
を
越
え

て
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
２
２
年

法
律
第
２
６
号
）
第
１
条
に
規
定

す
る
学
校
の
用
に
供
す
る
施
設
で

あ
る
建
築
物
（
以
下
「
学
校
」
と

い
う
。）
で
、
壁
面
後
退
区
域
の

上
空
に
設
け
る
歩
廊
及
び
渡
り
廊

下
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
建
築

物
の
部
分
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り

で
な
い
。
 

―
 

 

 

壁
面
後
退
区
域
に
お

け
る
工
作
物
の
設
置

の
制
限
 

―
 

―
 

壁
面
の
位
置
の
制
限
と
し
て
定

め
ら
れ
た
限
度
の
線
と
道
路
境
界

線
と
の
間
の
土
地
の
区
域
に
は
、

門
、
塀
、
フ
ェ
ン
ス
、
自
動
販
売

機
等
、
通
行
の
妨
げ
と
な
る
工
作

物
を
設
置
し
て
は
な
ら
な
い
。

 

―
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建
築
物
等
の
高
さ
の

最
高
限
度
 

 
建
築
物
の
高
さ
の
最
高
限
度
は
、
次
に
掲
げ
る
数
値
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
 

 

 
１
６
ｍ
 

２
５
ｍ
 

１
７
ｍ
 

 
た
だ
し
、
学
校
及
び
そ
の
関
連

施
設
で
、
敷
地
面
積
５
，
０
０
０
㎡

以
上
１
０
，
０
０
０
㎡
未
満
に
建

築
す
る
も
の
は
、
補
助
２
６
号
線

の
計
画
線
か
ら
２
０
ｍ
の
範
囲
内

は
２
５
ｍ
、
補
助
２
６
号
線
の
計

画
線
か
ら
２
０
ｍ
の
範
囲
外
は
１

９
ｍ
と
し
、
敷
地
面
積
１
０
，
０
０

０
㎡
以
上
の
も
の
は
３
４
ｍ
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

な
お
、
地
区
計
画
の
決
定
の
告

示
が
あ
っ
た
日
（
以
下
「
告
示
日
」

と
い
う
。）
に
お
け
る
、
法
第
８
６

条
第
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
さ

れ
た
対
象
区
域
（
以
下
「
当
該
公
告

対
象
区
域
」
と
い
う
。）
が
地
区
計

画
区
域
内
外
に
わ
た
る
場
合
は
、

こ
れ
を
一
の
敷
地
と
み
な
し
て
こ

の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
し
、

告
示
日
以
降
に
法
第
８
６
条
第
１

項
か
ら
第
４
項
ま
で
の
規
定
に
よ

り
一
の
敷
地
と
み
な
す
区
域
の
過

半
が
当
該
公
告
対
象
区
域
の
全
部

又
は
一
部
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て

も
、
同
様
と
す
る
。
 

―
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建
築
物
等
の
形
態
又

は
色
彩
そ
の
他
の
意

匠
の
制
限
 

１
 
建
築
物
の
形
態
、
色
彩
、
意
匠
は
、
周
辺
の
住
環
境
や
教
育
施
設
環
境
と
調
和
し
た
も
の
と
す
る
。
 

２
 
軒
、
ひ
さ
し
、
手
す
り
、
戸
袋
、
出
窓
、
階
段
、
か
ら
ぼ
り
（
ド
ラ
イ
エ
リ
ア
）
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
が
、
壁
面
の
位
置
の
制
限
の

規
定
に
よ
り
建
築
物
の
外
壁
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
柱
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
敷
地
の
部
分
に
突
出
し
た
形
状
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

３
 
屋
外
広
告
物
の
形
態
、
色
彩
、
意
匠
は
、
周
辺
の
落
ち
着
い
た
環
境
と
調
和
し
た
も
の
と
す
る
よ
う
努
め
、
点
滅
光
源
な
ど
を
使
用
し
な
い
。
 

 

 

垣
又
は
さ
く
の
構
造

の
制
限
 

道
路
に
面
し
て
垣
又
は
さ
く
を
設
け
る
場
合
は
、
生
垣
若
し
く
は
フ
ェ
ン
ス
等
と
し
、
フ
ェ
ン
ス
等
の
場
合
は
緑
化
に
努
め
る
。
た
だ
し
、
地
面

か
ら
の
高
さ
が
０
．
６
ｍ
以
下
の
部
分
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
 

※
は
知
事
協
議
事
項
 

「
区
域
、
地
区
の
区
分
及
び
壁
面
の
位
置
の
制
限
は
、
計
画
図
表
示
の
と
お
り
」
 

理
由
：
補
助
２
６
号
線
の
整
備
に
合
わ
せ
て
、
静
か
で
良
好
な
住
環
境
等
を
維
持
し
な
が
ら
、
防
災
性
を
向
上
し
、
生
活
利
便
施
設
等
が
適
切
に
立
地
し
た
、
周
辺
と
調
和
す
る
良
好
な
沿
道

市
街
地
の
形
成
を
図
る
た
め
、
地
区
計
画
を
決
定
す
る
。
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こ
の

地
図

は
、

東
京

都
縮

尺
2
,
5
0
0
分

の
1
地

形
図

を
利

用
し

て
作

成
し

た
も

の
で

あ
る

。
無

断
複

製
を

禁
ず

る
。

（
承

認
番

号
）

M
M
T
利

許
第

0
4
-
1
1
2
号

、
令

和
４

年
５

月
2
3
日

（
承

認
番

号
）

４
都

市
基

街
都

第
5
2
号

、
令

和
４

年
５

月
1
6
日

 
 
（

承
認

番
号

）
４

都
市

基
交

都
第

1
4
号

、
令

和
４

年
５

月
2
3
日

東
京
都
市
計
画
地
区
計
画

補
助
２
６
号
線
沿
道
代
沢
一
丁
目
・
北
沢
一
丁
目
地
区
地
区
計
画
　
位
置
図

〔
世
田
谷
区
決
定
〕

代
沢
一
丁
目

駒
場
二
丁
目

駒
場
四
丁
目駒

場
三
丁
目

北
沢
一
丁
目

代
沢
二
丁
目

代
沢

三
丁

目

上
原
三
丁
目

大
山
町

上
原
二
丁
目

上
原

一
丁
目

代
沢

四
丁

目

池
尻

四
丁

目 三
宿
二
丁
目

東
北
沢
駅

東
北
沢
駅

東
北
沢
駅

代
々
木

上
原
駅

代
々
木

上
原
駅

代
々
木

上
原
駅

池
ノ
上
駅

池
ノ
上
駅

池
ノ
上
駅

駒
場
東
大
前
駅

駒
場
東
大
前
駅

駒
場
東
大
前
駅

小
田
急
小
田
原
線

小
田
急
小
田
原
線

小
田
急
小
田
原
線

京王井の頭線

京王井の頭線

京王井の頭線

都
市
高
速
鉄
道
第
９
号
線

補５２

１５Ｍ

補５２

補５４

１５Ｍ

２６Ｍ

補
２
６

２
０
Ｍ
～
３
３
Ｍ

補
２
６

２
０
Ｍ

補
２
６ ２
８
Ｍ

補５４

１５Ｍ

放２３

２５Ｍ

放２３

２５Ｍ

渋
谷

区

世
田

谷
区

目
黒

区
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こ
の

地
図

は
、

東
京

都
縮

尺
2
,
5
0
0
分

の
1
地

形
図

を
利

用
し

て
作

成
し

た
も

の
で

あ
る

。
無

断
複

製
を

禁
ず

る
。

（
承

認
番

号
）

M
M
T
利

許
第

0
4
-
1
1
2
号

、
令

和
４

年
５

月
2
3
日

（
承

認
番

号
）

４
都

市
基

街
都

第
5
2
号

、
令

和
４

年
５

月
1
6
日

 

東
京
都
市
計
画
地
区
計
画

補
助
２
６
号
線
沿
道
代
沢
一
丁
目
・
北
沢
一
丁
目
地
区
地
区
計
画
　
計
画
図

〔
世
田
谷
区
決
定
〕

補
２
６

２
０
Ｍ
～
３
３
Ｍ

補
５４

１５
Ｍ

補５２

１５
Ｍ

20m 20m 20m

20
m

20
m

20
m

20
m

20
m

20
m

20
m

20
m

20
m

20
m

20
m

20
m

20
m
20

m
20

m

20m 20m 20m

20m 20m 20m
20m 20m 20m

20m 20m 20m

20m 20m 20m

20
m

20
m

20
m

見通し線

見通し線

見通し線
道路境界

道路境界

道路境界

道路境界
道路境界
道路境界

目
黒
区

渋
谷

区

世
田
谷
区

延
長

線

延
長

線

延
長

線

都
市
計
画
道
路
中
心

都
市
計
画
道
路
中
心

都
市
計
画
道
路
中
心

鉄
道
中
心

鉄
道
中
心

鉄
道
中
心

都
市
計
画
道
路
中
心

都
市
計
画
道
路
中
心

都
市
計
画
道
路
中
心

用
途
地
域
境

用
途
地
域
境

用
途
地
域
境

松
蔭
学
園
幼
稚
園
・

中
学
校
・
高
等
学
校

松
蔭
学
園
幼
稚
園
・

中
学
校
・
高
等
学
校

松
蔭
学
園
幼
稚
園
・

中
学
校
・
高
等
学
校

都
営
代
沢
一
丁
目

ア
パ
ー
ト

都
営
代
沢
一
丁
目

ア
パ
ー
ト

都
営
代
沢
一
丁
目

ア
パ
ー
ト

鉄
道
中
心

鉄
道
中
心

鉄
道
中
心

代
沢
一
丁
目

代
沢
二
丁
目

北
沢
一
丁
目

駒
場
四
丁
目

駒
場
二
丁
目

池
ノ
上
駅

池
ノ
上
駅

池
ノ
上
駅

都道鮫洲・大山線

都道鮫洲・大山線

都道鮫洲・大山線

淡島通り

淡島通り

淡島通り

京
王
井
の
頭
線

京
王
井
の
頭
線

京
王
井
の
頭
線

東
京
大
学
駒
場
キ
ャ
ン
パ
ス

東
京
大
学
駒
場
キ
ャ
ン
パ
ス

東
京
大
学
駒
場
キ
ャ
ン
パ
ス
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東
京
都
市
計
画
地
区
計
画

補
助
２
６
号
線
沿
道
代
沢
一
丁
目
・
北
沢
一
丁
目
地
区
地
区
計
画
　
方
針
附
図

〔
世
田
谷
区
決
定
〕

こ
の

地
図

は
、

東
京

都
縮

尺
2
,
5
0
0
分

の
1
地

形
図

を
利

用
し

て
作

成
し

た
も

の
で

あ
る

。
無

断
複

製
を

禁
ず

る
。

（
承

認
番

号
）

M
M
T
利

許
第

0
4
-
1
1
2
号

、
令

和
４

年
５

月
2
3
日

（
承

認
番

号
）

４
都

市
基

街
都

第
5
2
号

、
令

和
４

年
５

月
1
6
日

 

目
黒
区

渋
谷

区

世
田
谷
区

広
域
避
難
場
所

（
駒
場
東
大
一
帯
）

広
域
避
難
場
所

（
駒
場
東
大
一
帯
）

広
域
避
難
場
所

（
駒
場
東
大
一
帯
）

都
営
代
沢
一
丁
目

ア
パ
ー
ト

都
営
代
沢
一
丁
目

ア
パ
ー
ト

都
営
代
沢
一
丁
目

ア
パ
ー
ト

松
蔭
学
園
幼
稚
園
・

中
学
校
・
高
等
学
校

松
蔭
学
園
幼
稚
園
・

中
学
校
・
高
等
学
校

松
蔭
学
園
幼
稚
園
・

中
学
校
・
高
等
学
校

補
２
６

２
０
Ｍ
～
３
３
Ｍ

補
５４

１５
Ｍ

補５２

１５
Ｍ

代
沢
一
丁
目

代
沢
二
丁
目

北
沢
一
丁
目

駒
場
四
丁
目

駒
場
二
丁
目

池
ノ
上
駅

池
ノ
上
駅

池
ノ
上
駅

都道鮫洲・大山線

都道鮫洲・大山線

都道鮫洲・大山線

淡島通り

淡島通り

淡島通り

京
王
井
の
頭
線

京
王
井
の
頭
線

京
王
井
の
頭
線

東
京
大
学
駒
場
キ
ャ
ン
パ
ス

東
京
大
学
駒
場
キ
ャ
ン
パ
ス

東
京
大
学
駒
場
キ
ャ
ン
パ
ス
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都市計画の案の理由書  

 

１  種類 ・ 名称  

  東京 都 市計 画地 区計 画   

補助 ２ ６ 号 線沿 道 代 沢一 丁 目・ 北沢 一丁 目 地区 地区 計画  

 

２  理  由  

本 地区 は 、 世 田 谷 区の 北 東 部 、 京 王井 の 頭 線 池 ノ 上駅 の 東 側

で 、令 和 元 年 に 事 業認 可 さ れ た 東 京都 市 計 画 道 路 幹線 街 路 補助

線街 路第 ２ ６号 線代 沢一 丁 目～ 目黒 区駒 場 四丁 目区 間（ 以 下「 補

助２ ６号 線 」と いう 。） の沿 道 に 位置 する 。  

本 地区 を 含 む 地 域 一帯 は 、 戸 建 住 宅や 集 合 住 宅 を 主体 と し た

閑 静な 住 宅 地 で あ り、 地 区 内 外 に は幼 稚 園 、 中 学 ・高 等 学 校、

大学・研 究 所等 の 多様 な学 校 教育 関連 施設（ 以下「 教育 施設 等 」

と いう 。）や 都 営 住 宅が 立 地 して い る。 ま た 、駒 場 東大 一 帯 は、

広域 避難 場 所に 指定 され て いる 。  

「世 田谷 区 都市 整備 方針 」（ 平成 ２７ 年４ 月 ）で は、都市 計 画

事業 等に よ り土 地利 用の 変 化が 想定 され る 地区 につ いて 、「周 辺

の 住宅 地 と の 調 和 を図 り な が ら 、 沿道 の 土 地 利 用 など を 適 切に

誘導 する 。」とし てい る。ま た、補 助２ ６号 線 にお いて は、主 要

延 焼遮 断 帯 と し て 沿道 市 街 地 の 防 災性 を 高 め る こ とが 求 め られ

てい る。  

本 地区 で は こ う し た特 性 を 踏 ま え 、補 助 ２ ６ 号 線 の整 備 に 合

わせ て 、隣 接す る「補 助２ ６ 号線 沿 道駒 場四 丁 目地 区地 区計 画 」

（ 目黒 区 決 定 ） と 整合 を 図 り な が ら、 静 か で 良 好 な住 環 境 等 を

維 持し な が ら 、 防 災性 を 向 上 し 、 生活 利 便 施 設 等 が適 切 に 立地

し た、 周 辺 と 調 和 する 良 好 な 沿 道 市街 地 の 形 成 を 図る た め 、約

５ ．４ ヘ ク タ ― ㇽ の区 域 に つ い て 、 補 助 ２ ６ 号 線 沿道 代 沢 一丁

目・ 北沢 一 丁目 地区 地区 計 画 を 決定 する も ので ある 。  

 

 

参 考  
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諮 問 第 ４ ０ ９ 号 

令和５年１０月１８日 

 

世田谷区都市計画審議会 あて 

 

世田谷区長 

保坂 展人 

 

 

東京都市計画高度地区の変更について 

（補助２６号線沿道代沢一丁目・北沢一丁目地区）（諮問） 

 

 

  都市計画法第２１条第２項において準用する同法第１９条第１項の規定により、東京

都市計画高度地区の変更（補助２６号線沿道代沢一丁目・北沢一丁目地区）について諮

問します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



東京都市計画高度地区の変更（世田谷区決定） 

 

都市計画高度地区を次のように変更する。 

面積欄の（ ）内は変更前を示す。 

種 類 面 積 建築物の高さの最高限度又は最低限度 
備

考 

（
最
高
限
度
） 

第１種 

高度地区 

約   ha 
2,895.8 

(2,899.9) 

建築物の各部分の高さ（地盤面からの高さによる。以下同

じ。）は、当該部分から前面道路の反対側の境界線、又は隣

地境界線までの真北方向の水平距離の 0.6 倍に５メートル

を加えたもの以下とする。 

 

第２種 

高度地区 

約  ha 
65.7 

建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側

の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が８メ

ートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の 1.25 倍に５

メートルを加えたもの以下とし、当該真北方向の水平距離が

８メートルを超える範囲にあっては、当該真北方向の水平距

離から８メートルを減じたものの 0.6 倍に１５メートルを

加えたもの以下とする。 

第３種 

高度地区 

約  ha 

178.3 

建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側

の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が８メ

ートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の 1.25 倍に１

０メートルを加えたもの以下とし、当該真北方向の水平距離

が８メートルを超える範囲にあっては、当該真北方向の水平

距離から８メートルを減じたものの 0.6 倍に２０メートル

を加えたもの以下とする。 

１５ｍ 

第１種 

高度地区 

約  ha 

13.3 

1. 建築物の高さ（地盤面からの高さによる。以下同じ。）

は、１５メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離の

0.6倍に５メートルを加えたもの以下とする。 

１６ｍ 

第１種 

高度地区 

約  ha 

121.8 

(122.2) 

1. 建築物の高さは、１６メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離

の 0.6倍に５メートルを加えたもの以下とする。 

１６ｍ 

第２種 

高度地区 

約  ha 

11.2 

1. 建築物の高さは、１６メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が

８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の 1.25

倍に５メートルを加えたもの以下とし、当該真北方向の水

平距離が８メートルを超える範囲にあっては、当該真北方

向の水平距離から８メートルを減じたものの 0.6 倍に１

５メートルを加えたもの以下とする。 

1



 

（
最
高
限
度
） 

１９ｍ 

第２種 

高度地区 

約  ha 
1,651.9 

(1,652.2) 

1. 建築物の高さは、１９メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離

が８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の

1.25 倍に５メートルを加えたもの以下とし、当該真北方

向の水平距離が８メートルを超える範囲にあっては、当

該真北方向の水平距離から８メートルを減じたものの

0.6倍に１５メートルを加えたもの以下とする。 

 

２５ｍ 

第２種 

高度地区 

約  ha 
152.3 

(147.5) 

1. 建築物の高さは、２５メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離

が８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の

1.25 倍に５メートルを加えたもの以下とし、当該真北方

向の水平距離が８メートルを超える範囲にあっては、当

該真北方向の水平距離から８メートルを減じたものの

0.6倍に１５メートルを加えたもの以下とする。 

２８ｍ 

第２種 

高度地区 

約  ha 
10.5 

1. 建築物の高さは、２８メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離

が８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の

1.25 倍に５メートルを加えたもの以下とし、当該真北方

向の水平距離が８メートルを超える範囲にあっては、当

該真北方向の水平距離から８メートルを減じたものの

0.6倍に１５メートルを加えたもの以下とする。 

３１ｍ 

第２種 

高度地区 

約  ha 
155.0 

1. 建築物の高さは、３１メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離

が８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の

1.25 倍に５メートルを加えたもの以下とし、当該真北方

向の水平距離が８メートルを超える範囲にあっては、当

該真北方向の水平距離から８メートルを減じたものの

0.6倍に１５メートルを加えたもの以下とする。 

４５ｍ 

第２種 

高度地区 

約  ha 
47.1 

1. 建築物の高さは、４５メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離

が８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の

1.25 倍に５メートルを加えたもの以下とし、当該真北方

向の水平距離が８メートルを超える範囲にあっては、当

該真北方向の水平距離から８メートルを減じたものの

0.6倍に１５メートルを加えたもの以下とする。 
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（
最
高
限
度
） 

２５ｍ 

第３種 

高度地区 

約  ha 
5.5 

1. 建築物の高さは、２５メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離

が８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の

1.25 倍に１０メートルを加えたもの以下とし、当該真北

方向の水平距離が８メートルを超える範囲にあっては、

当該真北方向の水平距離から８メートルを減じたものの

0.6倍に２０メートルを加えたもの以下とする。 

 

２８ｍ 

第３種 

高度地区 

約  ha 
75.9 

1. 建築物の高さは、２８メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離

が８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の

1.25 倍に１０メートルを加えたもの以下とし、当該真北

方向の水平距離が８メートルを超える範囲にあっては、

当該真北方向の水平距離から８メートルを減じたものの

0.6倍に２０メートルを加えたもの以下とする。 

 

３１ｍ 

第３種 

高度地区 

約  ha 
73.6 

1. 建築物の高さは、３１メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離

が８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の

1.25 倍に１０メートルを加えたもの以下とし、当該真北

方向の水平距離が８メートルを超える範囲にあっては、

当該真北方向の水平距離から８メートルを減じたものの

0.6倍に２０メートルを加えたもの以下とする。 

４５ｍ 

第３種 

高度地区 

約  ha 
90.5 

1. 建築物の高さは、４５メートル以下とする。 

2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線、又は隣地境界線までの真北方向の水平距離

が８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の

1.25 倍に１０メートルを加えたもの以下とし、当該真北

方向の水平距離が８メートルを超える範囲にあっては、

当該真北方向の水平距離から８メートルを減じたものの

0.6倍に２０メートルを加えたもの以下とする。 

小 計 
約  ha 
5,548.4 
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最
高
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度
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１ 制限の緩和 

この規定の適用の緩和に関する措置は、次の各号に定めるところによる。ただし、

第２号の規定については、北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部

分の高さの最高限度（以下「斜線型高さ制限」という。）が定められている場合におい

て、その高さを算定するときに限る。 

(1) 北側の前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するもの（以下「水面

等」という。）がある場合又は敷地の北側の隣地境界線に接して水面等がある場合に

おいては、当該前面道路の反対側の境界線又は当該水面等に接する隣地境界線は、

当該水面等の幅の２分の１だけ外側にあるものとみなす。 

(2) 敷地の地盤面が北側の隣地（北側に前面道路がある場合においては、当該前面道

路の反対側の隣接地をいう。以下同じ。）の地盤面（隣地に建築物がない場合におい

ては、当該隣地の平均地表面をいう。以下同じ。）より１メートル以上低い場合にお

いては、当該敷地の地盤面は当該高低差から１メートルを減じたものの２分の１だ

け高い位置にあるものとみなす。 

 

２ 一定の複数建築物に対する制限の特例 

(1) 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「基準法」という。）第８６条第

１項及び第３項（同法第８６条の２第８項においてこれらの規定を準用する場合を

含む。）の規定による一団地については、当該一団地を当該１又は２以上の構えを成

す建築物の一の敷地とみなす。 

(2) 基準法第８６条第２項及び第４項（同法第８６条の２第８項においてこれらの規

定を準用する場合を含む。）の規定による一定の一団の土地の区域については、当該

一定の一団の土地の区域を当該区域内の建築物の一の敷地とみなす。 

 

３ 既存不適格建築物等に対する適用の除外 

この規定の適用の際、現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事

中の建築物が当該規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物の部分

に対しては、当該規定は適用しない。 

 

４ 一団地の住宅施設等に係る建築物に対する適用の除外 

次の各号のいずれかに該当する建築物については、この規定による建築物の高さの

最高限度から斜線型高さ制限を除いた建築物の高さの最高限度（以下「絶対高さ制限」

という。）に係る規定は適用しない。 

(1) 都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）第８条第１項第

３号の規定による高度利用地区に係る建築物 

(2) 法第１１条第１項第８号の規定による一団地の住宅施設に係る建築物 
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最
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度
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５ 特定行政庁の許可による特例 

次の各号の一に該当する建築物で特定行政庁（当該建築物に関する建築基準法上の

事務について権限を有する特定行政庁をいう。以下同じ。）が許可したものについては、

斜線型高さ制限に係る規定は適用しない。この場合において、特定行政庁は、第２号

又は第３号に該当するものについて許可するときは、あらかじめ、建築審査会の同意

を得るものとする。 

(1) 都市計画として決定した一団地の住宅施設に係る建築物で、土地利用上適当と認

められるもの 

(2) 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。以下「施行令」という。）第１

３６条に定める敷地内の空地及び敷地面積の規模を有する敷地に総合的な設計に

基づいて建築される建築物 

(3) その他公益上やむを得ないと認め、又は周囲の状況等により環境上支障がないと

認められる建築物 

 

６ 地区計画等の区域内の建築物の特例 

(1) 法第１２条の４第１項の規定により定められた同項各号に掲げる計画の区域の

うち、法第１２条の５第２項第１号に規定する地区整備計画、密集市街地における

防災街区の整備の促進に関する法律（平成９年法律第４９号）第３２条第２項第２

号に規定する防災街区整備地区整備計画又は幹線道路の沿道の整備に関する法律

（昭和５５年法律第３４号）第９条第２項第１号に規定する沿道地区整備計画（以

下「地区整備計画等」という。）において建築物の高さの最高限度に係る規定（以下

「地区計画規定」という。）を有する区域においては、絶対高さ制限に係る規定を当

該地区計画規定に読み替えて適用する。ただし、当該地区計画規定において建築物

の高さの最高限度の制限が適用されない建築物又は建築物の部分は、この限りでな

い。 

(2) 本項の規定を告示する日において、既に定められた地区整備計画等に地区計画規

定を有する区域においては、第１号の本文の場合において読み替えて適用する絶対

高さ制限の上限を、次の表左欄に掲げる高度地区の種類の区分に応じ、同表右欄に

定めるものとする。 

 

 

 

既に地区計画規定を有する区域における絶対高さ制限の上限

高度地区の種類 絶対高さ制限の上限

15ｍ第１種高度地区、16ｍ第１種高度地区 30ｍ

16ｍ第２種高度地区、19ｍ第２種高度地区
25ｍ第２種高度地区、28ｍ第２種高度地区
31ｍ第２種高度地区、45ｍ第２種高度地区
25ｍ第３種高度地区、28ｍ第３種高度地区
31ｍ第３種高度地区、45ｍ第３種高度地区

45ｍ
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７ 市街地環境の向上に資する建築物の特例 

(1) 周辺環境に対し一定の配慮が図られ、市街地環境の向上に資する建築物（敷地面

積が５００平方メートル以上の建築物に限る。）であると区長が認めたものに係る絶

対高さ制限については、次の表左欄に掲げる高度地区の種類の区分に応じ、同表右

欄に定める値を上限として、区長が定める値とすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 周辺環境に対し一定の配慮が図られ、市街地環境の向上に資する建築物（敷地面

積が３，０００平方メートル以上の建築物に限る。）であると区長が認めて許可した

ものに係る絶対高さ制限については、次の表左欄に掲げる高度地区の種類の区分に

応じ、同表右欄に定める値を上限として、区長が定める値とすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 第１号及び第２号の規定は、６「地区計画等の区域内の建築物の特例」の規定（第

１号ただし書きの規定を除く。）の適用を受ける建築物には適用しない。 

(4) 区長は、第２号の規定による許可をしようとするときは、あらかじめ学識経験者

等で構成する委員会の意見を聴くものとする。 

 

８ 公益上やむを得ない建築物等の特例 

公益上やむを得ない、又は周囲の状況等により環境上支障がない建築物として区長

が認めて許可したものは、絶対高さ制限に係る規定は適用しない。この場合において、

区長は許可するにあたり、あらかじめ学識経験者等で構成する委員会の意見を聴くも

のとする。 

 

緩和される建築物の絶対高さ制限の上限（市街地環境　認定）

高度地区の種類 絶対高さ制限の上限

16ｍ第１種高度地区、16ｍ第２種高度地区 19.0ｍ

19ｍ第２種高度地区 25.0ｍ

25ｍ第２種高度地区、25ｍ第３種高度地区 31.0ｍ

28ｍ第２種高度地区、28ｍ第３種高度地区 34.0ｍ

31ｍ第２種高度地区、31ｍ第３種高度地区 37.0ｍ

緩和される建築物の絶対高さ制限の上限（市街地環境　許可）

高度地区の種類 絶対高さ制限の上限

15ｍ第１種高度地区 18.0ｍ

16ｍ第１種高度地区、16ｍ第２種高度地区 22.0ｍ

19ｍ第２種高度地区 28.5ｍ

25ｍ第２種高度地区、25ｍ第３種高度地区 37.5ｍ

28ｍ第２種高度地区、28ｍ第３種高度地区 42.0ｍ

31ｍ第２種高度地区、31ｍ第３種高度地区 45.0ｍ
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９ 総合設計許可制度等を活用する建築物の特例 

次の各号の一に該当する建築物で区長が認めたものについては、絶対高さ制限に係

る規定は適用しない。 

(1) 基準法第５９条の２、第８６条第３項及び第４項に基づく許可を受けた建築物

で、当該建築物の高さが６０メートルを超えないもの 

(2) マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成１４年法律第７８号）第１０

５条に基づく許可を受けた建築物で、当該建築物の高さが６０メートルを超えない

もの 

(3) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）第１８条に

基づく許可を受けた建築物で、当該建築物の高さが６０メートルを超えないもの 

 

１０ 絶対高さ制限既存不適格建築物の建替えに関する特例 

(1) 本項の規定を告示する日において、現に存する建築物又は現に建築、修繕若しく

は模様替の工事中の建築物のうち、絶対高さ制限に係る規定に適合しない部分を有

する建築物（絶対高さ制限に係る規定に適合するに至った建築物を除く。）の建替え

を行う建築物で、既存の規模の範囲内での建替えであると区長が認めたものについ

ては、絶対高さ制限に限り適用しない。ただし、６「地区計画等の区域内の建築物

の特例」の規定（第１号ただし書きの規定を除く。）の適用を受ける建築物は、この

限りでない。 

(2) 第１号において、区長の認定を受け建替えを行った建築物で、災害等の発生によ

り特別な措置が必要なものと区長が認めて許可したものについては、絶対高さ制限

に限り適用しない。この場合において、区長は許可するにあたり、あらかじめ学識

経験者等で構成する委員会の意見を聴くものとする。 

 

１１ 絶対高さ制限に係る経過措置 

本項の規定の告示の日以前又は告示の日から起算して５年を超えない日までに建物

の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号）第６２条第１項、第６９条第

１項、又は第７０条第１項に規定する建替え決議に基づく建築物で、区長が認めたも

のについては、当該建築物に係る絶対高さ制限について、なお従前の例による。 
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種 類 面 積 建築物の高さの最高限度又は最低限度 
備

考 

（
最
低
限
度
） 

 

既決定地区 

 

・世田谷通り 

 地区 

・ 目 黒 通 り 

 地区 

 

 

約  ha 

42.6 

 

建築物の高さ（地盤面からの高さによる。以下同じ。）

の最低限度は７メートルとする。 

ただし、次の各号の一に該当する建築物又は建築物の

部分については、この規定は適用しない。 

(1)  都市計画施設の区域内の建築物 

(2)  高さが７メートル未満の建築物の部分の水平投影

面積の合計が建築面積の２分の１未満かつ１００平

方メートル未満の建築物の当該部分 

(3)  増築又は改築に係る建築物で当該増築又は改築が

施行令第１３７条の１０第１号及び第２号に定める

範囲のもの 

(4)  付属建築物で平屋建のもの（建築物に付属する門

又はへいを含む。） 

(5)  地下若しくは高架の工作物又は道路内に設ける建

築物その他これらに類するもの 

(6)  その他の建築物で特定行政庁（当該建築物に関す

る基準法上の事務について権限を有する特定行政庁

をいう。）が公益上又は土地利用上やむを得ないと認

めて許可したもの 

 

小 計 約  ha 

42.6 

  

  合 計 
約  ha 
5,591.0 

  

 

「種類、位置及び区域は、計画図表示のとおり」 

 

理由： 補助２６号線沿道代沢一丁目・北沢一丁目地区地区計画の決定に伴い、土地利用上の観点

から検討した結果、高度地区を変更する。 
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変更概要

変 更 箇 所 面  積 備  考

約　　　ha

3.7

約　　　ha

0.4

約　　　ha

0.4

約　　　ha

0.7世田谷区北沢一丁目地内 19ｍ第２種高度地区 ２５ｍ第２種高度地区

世田谷区代沢一丁目地内 16ｍ第１種高度地区 ２５ｍ第２種高度地区

世田谷区北沢一丁目地内 第１種高度地区 19ｍ第２種高度地区

変  更  前 変  更  後

世田谷区代沢一丁目及び北沢一
丁目各地内

第１種高度地区 ２５ｍ第２種高度地区
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都市計画の案の理由書  

 

１  種類 ・ 名称  

  東京 都 市計 画 高 度地 区（補 助２ ６号 線 沿道 代沢 一丁 目・北 沢  

一丁 目 地 区 地区 計画 関連 ）  

 

２  理  由  

本 地区 は 、 世 田 谷 区の 北 東 部 、 京 王井 の 頭 線 池 ノ 上駅 の 東 側

で 、令 和 元 年 に 事 業認 可 さ れ た 東 京都 市 計 画 道 路 幹線 街 路 補助

線街 路第 ２ ６号 線代 沢一 丁 目～ 目黒 区駒 場 四丁 目区 間（ 以 下「 補

助２ ６号 線 」と いう 。） の沿 道 に 位置 する 。  

本 地区 を 含 む 地 域 一帯 は 、 戸 建 住 宅や 集 合 住 宅 を 主体 と し た

閑 静な 住 宅 地 で あ り、 地 区 内 外 に は幼 稚 園 、 中 学 ・高 等 学 校、

大学・研 究 所等 の 多様 な学 校 教育 関連 施設（ 以下「 教育 施設 等 」

と いう 。）や 都 営 住 宅が 立 地 して い る。 ま た 、駒 場 東大 一 帯 は、

広域 避難 場 所に 指定 され て いる 。  

「世 田谷 区 都市 整備 方針 」（ 平成 ２７ 年４ 月 ）で は、都市 計 画

事業 等に よ り土 地利 用の 変 化が 想定 され る 地区 につ いて 、「周 辺

の 住宅 地 と の 調 和 を図 り な が ら 、 沿道 の 土 地 利 用 など を 適 切に

誘導 する 。」とし てい る。ま た、補 助２ ６号 線 にお いて は、主 要

延 焼遮 断 帯 と し て 沿道 市 街 地 の 防 災性 を 高 め る こ とが 求 め られ

てい る。  

今 回、 補 助 ２ ６ 号 線の 整 備 に 合 わ せて 、 隣 接 す る 「補 助 ２ ６

号線 沿道 駒 場四 丁目 地区 地 区計 画」（ 目黒 区 決定 ）と整 合 を図 り

な がら 、 静 か で 良 好な 住 環 境 等 を 維持 し な が ら 、 防災 性 を 向上

し 、生 活 利 便 施 設 等が 適 切 に 立 地 した 、 周 辺 と 調 和す る 良 好な

沿 道市 街 地 の 形 成 を 図 る た め 、 補 助２ ６ 号 線 沿 道 代沢 一 丁 目・

北沢 一丁 目 地区 地区 計画 を 決定 する こと と なっ た。  

こ のよ う な 背 景 を 踏ま え 、 土 地 利 用上 の 観 点 か ら 検討 し た 結

果 、約 ５ ． ２ ヘ ク タ― ㇽ の 区 域 に つい て 、 高 度 地 区を 変 更 す る

もの であ る 。  

 

参 考  
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諮 問 第 ４ １ ０ 号 

令和５年１０月１８日 

 

世田谷区都市計画審議会 あて 

 

世田谷区長 

保坂 展人 

 

 

東京都市計画用途地域の変更について 

（補助２６号線沿道代沢一丁目・北沢一丁目地区）（諮問） 

 

 

  都市計画法第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、東京

都市計画用途地域の変更（補助２６号線沿道代沢一丁目・北沢一丁目地区）について、

東京都より意見照会がありましたので、別紙のとおり回答することについて諮問します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

（案） 

 

５世都計第   号 

令和５年１０月  日 

 

東京都知事 

  小池 百合子 様 

 

     世田谷区長 

保坂 展人 

 

 

東京都市計画用途地域の変更について（回答） 

 

 

 令和５年８月１日付け、５都市政土第３６９号で照会のありました標記の件について、

異議はありません。 
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目黒区 

渋谷区 

駒場四丁目 

東京大学駒場キャンパス 

都営代沢一丁目 
アパート 

松蔭学園 

代々木 

上原駅 

東北沢駅 

      地区計画予定区域 
(補助２６号線沿道代沢一丁目・北沢一丁目地区) 

池ノ上駅 

世田谷区 

三角橋 
交差点 

（目黒区）地区計画予定区域 

代沢一丁目 

代沢二丁目 北沢一丁目 

池之上 
小学校 

至 
下北沢駅 

富士 
中学校 

東京都立 
国際 

高等学校 

筑波大学附属駒場 
中学校・高等学校 

駒場野 
公園 

駒場学園 
高等学校 

至 
下北沢駅 

至 
駒場東大前駅 

説 明 用 資 料 １ 

令和５年１０月１８日 

北沢総合支所街づくり課 

 

東京都市計画地区計画の決定（補助２６号線沿道代沢一丁目・北沢一丁目地区）、 

東京都市計画高度地区の変更（補助２６号線沿道代沢一丁目・北沢一丁目地区）及び 

東京都市計画用途地域の変更（補助２６号線沿道代沢一丁目・北沢一丁目地区）について 

 

１ 主旨 

 本地区は、東京都市計画道路幹線街路補助線街路第２６号線代沢一丁目～目黒区駒場四

丁目区間（令和元年７月事業認可。以下、「補助２６号線」という。）の沿道に位置する。 

「世田谷区都市整備方針」（平成２７年４月）では、都市計画事業等により土地利用の変化

が想定される地区について、「周辺の住宅地との調和を図りながら、沿道の土地利用などを

適切に誘導する。」としており、補助２６号線においては、主要延焼遮断帯として沿道市街

地の防災性を高めることが求められている。区では、目黒区と連携の下、道路事業を契機

に平成３０年１１月より街づくり懇談会を１１回開催し、補助２６号線沿道の地区住民等

と意見交換を重ね、地区特性を踏まえた沿道街づくりの検討を進めてきた。 

このたび、都市計画法第１７条第１項に基づく公告・縦覧を終えたので「補助２６号線沿 

道代沢一丁目・北沢一丁目地区地区計画」の決定及び関連する都市計画の変更について諮

問する。 

また、東京都決定である用途地域の変更について、都市計画法第２１条第２項の規定に 

おいて準用する同法第１８条第１項の規定により、東京都より受けた意見照会に対し、別

紙のとおり回答することについて諮問する。 

 

２ 対象地区 
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３ これまでの経緯 

  平成３０年１１月 第１回街づくり懇談会開催（目黒区と合同開催、以下同じ。） 

  令和 元年 ７月 補助２６号線都市計画事業認可 

  令和 ４年 ７月 オープンハウス開催 

  令和 ４年１２月 第１１回街づくり懇談会開催（街づくりルールのたたき台） 

  令和 ５年 ３月  地区計画（素案）説明会開催 

  令和 ５年 ６月 都市計画審議会（１６条予告） 

           都市計画法第１６条による地区計画（原案）の公告・縦覧及び 

           説明会開催 

        ８月 都市計画審議会（１６条報告・１７条予告） 

           都市計画法第２１条第２項の規定において準用する同法第１８条 

           第１項に基づく、東京都から世田谷区への意見照会 

        ９月 都市計画法第１７条による地区計画等（案）の公告・縦覧 

 

４ 地区計画（案）について 

（１）名称 補助２６号線沿道代沢一丁目・北沢一丁目地区地区計画 

（２）位置 世田谷区代沢一丁目、北沢一丁目各地内 

（３）面積 約５．４ｈａ 

（４）地区計画の目標  

補助２６号線の整備に合わせて、静かで良好な住環境等を維持しながら、防災性を 

向上し、生活利便施設等が適切に立地した、周辺と調和する良好な沿道市街地の形 

成を図る。 

（５）地区整備計画 

建築物等に関する事項：用途の制限、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、 

壁面後退区域における工作物の設置の制限、 

高さの最高限度、形態又は色彩その他の意匠の制限、 

垣又はさくの構造の制限 

 

５ 関連する都市計画の変更 

（１）高度地区の変更〔世田谷区決定〕 

（２）用途地域の変更〔東京都決定〕 

 

６ 都市計画（案）〔世田谷区決定〕に対する縦覧・意見書について 

縦覧期間    令和５年９月２０日～令和５年１０月４日 

意見書提出期間 令和５年９月２０日～令和５年１０月４日 

（１）地区計画（案） 

①意見書の提出  ５通（５名） 

②主な意見    ・地区計画案は各項目ともに妥当と思われる。本案を基に速や 

かに法的手続きを進めてほしい。 

            ・納得できない住民を残したままで補助２６号線の事業が強行

されていることに触れた計画案であってほしい。 
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            ・掘割で地域分断され、通行が不便になり、騒音の増加など環

境の悪化が懸念される道路は中止すべき。人口は減少し車両

も減るので、住み続ける住民には必要性が疑われる。 

・税金を道路ではなく子供や医療制度など有効に使ってほしい。

国際都市東京として、過去にとらわれた開発、無駄な税金、

市民の声を尊重する町づくりに疑問。再検討してほしい。 

・災害時の避難経路や通学路の遮断など、静かな住環境に戦後

に考えられた新しい道路ができることは非常に遺憾である。

道路計画の必要性を再議論してほしい。また、意見書の提出

はファックスと郵送と窓口に持っていくの３点だけは時代錯

誤。ＳＮＳやメールでも受付けるべき。 

（２）高度地区の変更（案） 

①意見書の提出  なし 

 

７ 今後のスケジュール（予定） 

令和５年１０月 都市計画法第２１条第２項の規定において準用する同法第１８条第 

１項に基づく、東京都からの意見照会への回答 

      １１月 東京都都市計画審議会付議（東京都市計画用途地域の変更（補助２ 

６号線沿道代沢一丁目・北沢一丁目地区）） 

      １２月 都市計画決定・告示（東京都・世田谷区） 
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意見書の要旨 

 

東京都市計画地区計画補助２６号線沿道代沢一丁目・北沢一丁目地区地区計画に係る都

市計画の案を、令和５年９月２０日から令和５年１０月４日まで２週間公衆の縦覧に供

し、都市計画法第１７条第２項の規定により、同２週間意見書の受付を行ったところ、５

通（５名）の提出があった。その意見書の要旨は次のとおりである。 

 

名称 主な意見書の要旨 世田谷区の見解 

東
京
都
市
計
画
地
区
計
画 

補
助
２
６
号
線
沿
道
代
沢
一
丁
目
・
北
沢
一
丁
目
地
区
地
区
計
画 

１．地区計画に関する意見 

（１）地区計画案は各項目ともに妥当

と思われる。本案を基に速やかに法的

手続きを進めてほしい。 

 

（２）この計画案に至るまでの街づく

り懇談会の活動には敬意を表するが、

東京都が進める補助２６号線の完成を

前提に、住民を追い込んだ行政側の責

任、追い込まれた住民の苦難を避けた

内容であることの自覚がどれだけあっ

たか疑問。「意見は何を言ってもい

い。都に伝えるべきことは伝える」こ

とは実行されたが、それだけでは何も

効果がないことは区も承知の上だった

と思う。納得できない住民を残したま

まで補助２６号線の事業が強行されて

いることにいくらかでも触れた計画案

であってほしい。 

 

 

２．その他の意見 

（１）環境の悪化が問題。夜間は通過

する車両が少なく、静かで振動や騒音

の被害もない、良い所です。これから

も人口は減少し車両も減るので住み続

ける住民には、必要性が疑われ、利用

しづらい可能性がある。掘割で地域分

断され、通行が不便になり、騒音の増

加などの環境の悪化が懸念されるので

道路は今からでも中止すべき。 

 

（１）都市計画法に基づく手続きを適

切に進めてまいります。 

 

 

（２）区では、平成３０年より、１１

回にわたる懇談会やオープンハウスの

開催、アンケートの実施、街づくりニ

ュース等の配布を通じて、地区の皆様

と意見交換を重ねてまいりました。道

路事業に対する皆様の声も踏まえまし

て、地区計画に、「通学路、日常の歩

行者自転車動線等に配慮し、補助２６

号線整備と連携して東西の動線確保を

図ると共に、広域避難場所への避難経

路を維持する。」ことを方針に掲げ、

本地区計画案を取りまとめたものでご

ざいます。 

 

 

 

 

（１）～（３）区では、平成３０年よ

り、補助２６号線沿道３０ｍにお住い

の方等にご案内をさせていただきなが

ら、１１回にわたる懇談会やオープン

ハウスの開催、アンケートの実施、街

づくりニュース等の配布を通じて、地

区の皆様と意見交換を重ねてまいりま

した。懇談会では、道路の整備に関す

る疑問にも応えるべく、街づくりアド
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（２）静かで住環境が良い閑静な街に

戦後にできた法案である大きい道路計

画があることに非常に驚いている。日

本の経済はこれから停滞し、子供の数

も少なくなり、車を乗る人が減るのは

簡単に想像できる。税金を子供や医療

制度などもっと有効に使ってほしい。

近所でも道路のことをよく知らない人

が多く、周りの住民すべてが新しい道

路はいらないと言っている。国際都市

東京として、あまりにも過去にとらわ

れた開発、無駄な税金、市民の声を尊

重する町づくりに大きな疑問があるの

で、再検討してほしい。 

 

（３）２年前に引っ越してきて静かな

住環境が気に入っており、新しい道路

ができることは非常に遺憾。戦後に考

えられた道路計画を今になって進める

意味があるのか。災害時の避難、車で

出かけるにも非常に不安。子供達の通

学路も遮断され、避難場所も危ない。

また、井の頭線の線路下にトンネルを

作る費用は税金であり、支払っていく

次世代の子供達にも意見を聞いて進め

てほしい。近所で道路計画に賛成して

いる人はいないが、市民の声を反映で

きているのか。こんな道路計画が実施

されるわけがないと無関心な住民もい

るが、ご老人が立ち退きによりつらい

思いをされているとよく耳にする。道

路計画の必要性を再議論してほしい。 

 

（４）意見書の提出はファックスと郵

送と窓口に持っていくの３点だけは時

代錯誤。ＳＮＳやメールでも受付ける

べき。 

バイザーとして専門家にもご参加いた

だき、皆様の声を補助２６号線の事業

者である東京都に伝えながら、検討を

進めてまいりました。地区計画には、

「通学路、日常の歩行者自転車動線等

に配慮し、補助２６号線整備と連携し

て東西の動線確保を図ると共に、広域

避難場所への避難経路を維持する。」

ことを方針に掲げており、地区計画策

定後はこの方針に基づき、東京都と調

整を図ってまいります。また、今回の

ご意見の内容につきましても、東京都

に伝えてまいります。 

なお、東京都発行の補助２６号線道

路事業のパンフレットにおいて、代沢

地区・北沢地区では、京王井の頭線の

踏切による渋滞や生活道路への通過交

通の進入等に対し、補助２６号線の整

備により、交通の円滑化、通過交通の

抑制による良好な居住環境の確保、安

全性の向上を図り、課題を解消するこ

とを目標として掲げられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）区では個人情報保護や情報セキ

ュリティの安全確保の観点から提出方

法を３点としておりますが、今後の課

題として、検討してまいります。 
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